
瀬戸市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２２年３月２６日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第９号 

瀬戸市契約規則の一部を改正する規則 

瀬戸市契約規則（昭和４０年瀬戸市規則第１８号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（入札の公告） 

第７条 契約担当者は、入札に付そうとするとき

は、その入札期日（電子入札（電子情報処理組

織（契約担当者の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。以下同じ。）と入札する者の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。）を使用して行う

入札をいう。以下同じ。）にあっては、入札期

間の末日）の前日から起算して少なくとも７日

前までに入札の公告をしなければならない。た

だし、急を要する場合においては、その期間を

３日までに短縮することができる。 

（入札の公告） 

第７条 契約担当者は、入札に付そうとするとき

は、その入札期日の前日から起算して少なくと

も７日前までに入札の公告をしなければならな

い。ただし、急を要する場合においては、その

期間を３日までに短縮することができる。 

（入札についての公告事項） 

第８条 前条の規定による公告には、次に掲げる

事項を記載するものとする。 

（入札についての公告事項） 

第８条 前条の規定による公告には、次に掲げる

事項を記載するものとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 契約条項を示す場所及び日時 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 契約条項を示す場所および日時 

⑷ 入札執行の場所及び日時（電子入札にあっ

ては、入札期間並びに開札の場所及び日時） 

⑷ 入札執行の場所および日時 

 

⑸から⑺まで ＜省略＞ ⑸から⑺まで ＜省略＞ 



（入札保証金） 

第９条 契約担当者は、一般競争入札に参加しよ

うとする者をして、その見積る契約金額の１０

０分の５以上の入札保証金を納めさせなければ

ならない。 

２ ＜省略＞ 

（入札保証金） 

第９条 契約担当者は、一般競争入札に参加しよ

うとする者をして、その見積る契約金額の１０

０分の３以上の入札保証金を納めさせなければ

ならない。 

２ ＜省略＞ 

（入札の無効） 

第１１条 次の各号に掲げる入札は、無効とす

る。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 所定の日時までに所定の場所に到達しない

入札（電子入札にあっては、所定の日時まで

に契約担当者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルへの記録がされない入札） 

⑶及び⑷ ＜省略＞ 

⑸ 記名及び押印のない入札（電子入札にあっ

ては、電子署名（電子署名及び認証業務に関

する法律（平成１２年法律第１０２号）第２

条第１項に規定する電子署名をいう。）及び

当該電子署名に係る電子証明書（同法第８条

に規定する認定認証事業者が作成した電子証

明書で、電子署名及び認証業務に関する法律

施行規則（平成１３年総務省・法務省・経済

産業省令第２号）第４条第１号に規定するも

のをいう。）のない入札） 

⑹及び⑺ ＜省略＞ 

（入札の無効） 

第１１条 次の各号に掲げる入札は、無効とす

る。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 所定の日時までに所定の場所に到達しない

入札 

 

 

⑶及び⑷ ＜省略＞ 

⑸ 記名および押印のない入札 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹及び⑺ ＜省略＞ 

（予定価格の作成） 

第１２条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札にあって

は、予定価格を記載した書面を封入し、開札の

際これを開札場所に置くことに代えて、予定価

格を電子入札システム（本市が行う入札に関す

る事務を処理する情報システムをいう。以下同

じ。）に登録しなければならない。 

（予定価格の作成） 

第１２条 ＜省略＞ 

（最低制限価格の作成） （最低制限価格の作成） 



第１４条 契約担当者は、令第１６７条の１０第

２項に規定する最低制限価格を設ける場合に

は、前条の規定により決定した予定価格の１０

分の９から１０分の７までの範囲内において定

めなければならない。 

２ ＜省略＞ 

３ 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合に

あっては、最低制限価格を前条に規定する予定

価格に併記することに代えて、電子入札システ

ムに登録しなければならない。 

第１４条 契約担当者は、令第１６７条の１０第

２項に規定する最低制限価格を設ける場合に

は、前条の規定により決定した予定価格の５分

の４から３分の２までの範囲内において定めな

ければならない。 

２ ＜省略＞ 

 

（落札の通知） 

第１７条 契約担当者は、落札者を決定したとき

は、直ちにその旨を落札者に通知しなければな

らない。 

（落札の通知） 

第１７条 契約担当者は、落札者を決定したとき

は、直ちに口頭または書面をもつてその旨を落

札者に通知しなければならない。 

（入札者の指名） 

第２３条 契約担当者は、当該入札に参加できる

資格を有する５人以上の入札者を指名しなけれ

ばならない。ただし、契約の性質その他の理由

によりこれによりがたいときは、４人以下の入

札者を指名することができる。 

２ ＜省略＞ 

（入札者の指名） 

第２３条 契約担当者は、なるべく３人以上の入

札者を指名しなければならない。 

 

 

 

２ ＜省略＞ 

（契約保証金） 

第３０条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合においては、契約保証金の全部又は一部を

納めさせないことができる。 

⑴から⑹まで ＜省略＞ 

⑺ 契約の相手方が国、地方公共団体その他公

共団体又は契約を履行しないこととなるおそ

れがないと認められる公共的団体等であると

き。 

⑻ 前各号に定めるもののほか、指名競争入札

又は随意契約による契約を締結する場合にお

いて、契約の相手方が契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。 

（契約保証金） 

第３０条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合においては、契約保証金の全部又は一部を

納めさせないことができる。 

⑴から⑹まで ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（契約解除による精算） 

第３９条 契約担当者は、前払金及び部分払金を

受けた契約者が第３７条の規定により契約を解

除されたときは、前払金又は部分払金を受領し

た日から返還の日までの日数に応じ、契約日に

おける政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の

規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて得

た金額に相当する利息を付して、契約担当者の

指定する期日までにその受けた前払金又は部分

払金を返還させなければならない。 

２ ＜省略＞ 

（契約解除による精算） 

第３９条 契約担当者は、前払金および部分払金

を受けた契約者が第３７条の規定により契約を

解除されたときは、前払金または部分払金を受

領した日から契約解除の日まで１００円につき

１日３銭の割合を乗じて計算した金額に相当す

る利息を付して契約担当者の指定する期日まで

にその受けた前払金または部分払金を返還させ

なければならない。 

 

 

２ ＜省略＞ 

（検査調書の作成） 

第４５条 ＜省略＞ 

２ 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契

約の内容に適合しないものと認めるときは、そ

の旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載し

て契約担当者に提出しなければならない。 

３ 検査職員は、契約金額が５０万円を超えない

契約にかかる検査を行なった結果その給付が当

該契約の内容に適合していると認めるときは、

第１項の規定にかかわらず、支出命令書に検収

年月日を記載し、押印することをもって検査調

書の作成に代えることができる。 

（検査調書の作成） 

第４５条 ＜省略＞ 

２ 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契

約の内容に適合しないものと認めるときは、そ

の旨およびこれに必要な措置を検査調書に記載

して契約担当者に提出しなければならない。 

３ 検査職員は、契約金額が５０万円をこえない

契約にかかる検査を行なった結果その給付が当

該契約の内容に適合していると認めるときは、

第１項の規定にかかわらず、請求書等の表面余

白に契約履行確認の旨ならびに年月日および氏

名を記載し、押印することをもつて検査調書の

作成にかえることができる。 
  

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

 


